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大崎市中小企業等事業復活支援給付金に関するお知らせ

制度概要

大崎市では、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要減少又は供給の制約により大きな影響を受けた市

内の中小企業者等の下支えと低迷する地域経済の活性化を図るため、国の「事業復活支援金」の給付を受けた法人・個

人事業者等に、「大崎市中小企業等事業復活支援金」を支給します。

対象となる事業者

下記１～７の全ての要件を満たす法人又は個人事業者が対象です。

１．【法人】

会社にあっては本店、会社以外の法人にあっては主たる事務所の所在地を市内として、令和３年１１月１日以前に

登記し、当該所在地において継続して事業を営んでいる法人。

【個人事業者】

次に掲げるいずれかに該当すること

①令和３年１１月１日以前に住民基本台帳法に基づく市の住民基本台帳に記録され、交付申請時においても継続し

て記録のあるもの。

②令和３年１１月１日以前に市内に店舗等を所有又は賃借し、当該店舗で継続して事業を営んでいるもの。

２．国の「事業復活支援金」の給付決定を受けていること

※国の「事業復活支援金」の交付決定を受けていない方は「大崎市中小企業等事業復活支援給付金」の申請はでき

ません。

３．大企業者（中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律（昭和５２年法律第

７４号）第２条第２項に規定する大企業者をいう。）でないもの。

４．全ての市税に未納がないこと

５．復活支援給付金の申請をする日以後も事業を継続する意思があるもの

６．他市町村における同様の制度に基づく給付金等の給付決定を受けていないもの

７．代表者，役員又は使用人その他の従業員等が，大崎市暴力団排除条例（平成２５年条例第４号）第２条第３号に規

定する暴力団員に該当しないもの

支援金額

１事業所あたり 法人 ２０万円 個人事業者 １０万円

申請書類

申請書類は大崎市ウェブサイトからダウンロードできます。

申請書の記載にあたっては、大崎市ウェブサイト掲載の「申請の手引き」をお読みいただいた上で申請を行って下さい。

申請期間・申請方法

令和４年７月２０日（水）から令和４年１０月３１日（月）まで（当日消印有効）

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、原則として郵送での申請にご協力下さい。

あて先・問い合わせ先

〒９８９－６１８８ 宮城県大崎市古川七日町１番１号

大崎市役所 産業経済部 産業商工課 事業復活支援給付金担当 宛

ＴＥＬ：０２２９－２３－７０９１ ＦＡＸ：０２２９－２３－７５７８（平日８：３０～１７：１５）
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１ 求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます
各事業者に対して、求人等に関する①～⑤の情報すべての的確な表示が義務付けられます。

① 求人情報 ② 求職者情報 ③ 求人企業に関する情報 ④ 自社に関する情報 ⑤ 事業の実績に関する情報

２個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります
求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・
保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、明らかにしなくてはなりません。

３求人メディア等について届出制が創設されます
従来の求人メディア・求人情報誌だけでなく、インターネット上の公開情報等から収集（クローリング）した求人情報・求
職者情報を提供するサービス等を行う事業者も職業安定法の「募集情報等提供事業者」になりました。

ＢＣＰ（事業継続計画）・事業継続力強化計画は会社が緊急事態を生き抜くための計画です！

事業継続力強化計画認定制度の概要

１．中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定。

２．認定を受けた中小企業は、税制優遇や補助金の加点などの支援策を活用可能。

認定対象事業者

防災・減災に取り組む中小企業・小規模事業者の皆様。

事業継続力強化計画の記載項目

１．継続力強化に取り組む目的の明確化。

２．ハザードマップ等を活用した、自社拠点の自然災害リスク認識と被害想定策定。

３．発生時の初動対応手順（安否確認、被害の確認、発信手順等）策定。

４．ヒト・モノ・カネ、情報を災害から守る為の具体的な対策。

※自社にとって必要で、取り組みを始めることができる項目について記載。

５．計画の推進体制（経営層のコミットメント）

６．訓練実施、計画見直し等、取組の実効性を確保する取組。

７．（連携をして取り組む場合）連携の体制と取組、取組に向けた関係者の合意。

認定を受けた企業に対する支援策

１．低利融資、信用保証枠の拡大等の金融支援

２．防災・減災設備に対する税制処置

３．補助金（ものづくり補助金等）の優先採択

４．連携をいただける企業や地方自治体等からの支援処置

５．中小企業庁ＨＰでの認定を受けた企業の公表。

６．認定企業にご活用いただけるロゴマーク（会社案内や名刺で認定のＰＲが可能）

中小企業防災・減災投資促進税制

「中小企業・小規模事業者強靭化パッケージ」の一環として、防災減災関連の設備投資を加速するため、中小企業防災・

減災投資促進税制を創設。

税制の概要

対 象 者：経済大臣による防災・減災対策に関する計画の認定を受けた者（中小企業等による、法律に基づく防災・減災

に対する計画認定を想定。）

支援処置：特別償却２０％(令和５年４月１日以降に取得等をする対象設備は特別償却１８％)

対象設備：機械装置（１００万円以上）：自家発電機、排水ポンプ 等

器具設備（ ３０万円以上）：制震・免震ラック、衛星電話 等

建物付属設備（ ６０万円以上）：止水板、防火シャッター、排煙設備 等

想定される投資事例

１．豪雨時の浸水等に備え、止水板、排水ポンプなどの設備を準備

２．災害時もサーバーが最低限稼働できるよう、制震ラック、非常用発電機を導入

災害は突然に襲い掛かります。事前に対策をしっかり考え災害に備えましょう！
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～地域活性化を目指し躍進する商工会～
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職業安定法改正（令和４年１０月１日施行）



商工会青年部全国統一事業「“絆”感謝運動」を実施しました 新規加入女性部員を随時募集！一緒に活動してみませんか

宮城県最低賃金の改正について
宮城県内の事業場で働くすべての労働者（臨時、パート、アル
バイト等を含む）に適用される宮城県最低賃金は、下記のとお
り改正されます。

宮城労働局賃金室（TEL０２２－２９９－８８４１）又は各労働

基準監督署

時間額 効力発生日

８８３円 令和４年１０月１日

※相談時間を予約により調整いたします。
※相談をご希望の方は定期相談会開催１週間前まで商工会
（本所・支所）へご連絡下さい。

各種お知らせ

仙台育英学園高等学校 全国高校野球選手権大会 優勝おめでとう！
第104 回全国高校野球選手権大会において、仙台育英学園高等学校が東北悲願の全国制覇を成し遂げ、深紅の大優勝旗が白河の
関を越えました。仙台育英学園高等学校関係者の皆様おめでとうございます。そして感動をありがとうございました。
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～地域になくてはならない商工会～
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問合せ

【開催日】毎月　第４木曜日　　
【会　場】大崎商工会（三本木本所）
【時　間】１３:００～１６:００　　完全予約制

　本事業は、東日本大震災をはじめ各地で発生する災害

時の復興支援活動等でも改めて確認された青年部及び地

域における「絆」について再認識・感謝するとともに、

今後もその結びつきを強化することを目的に毎年実施し

ています。

　本年度は、三本木地域内のごみ拾い及び三本木パーク

ゴルフ場に隣接するふわ

ふわドーム周辺の除草作

業を青年部員８名で実施

しました。

　「青年部と地域との絆」

を再認識・感謝すること

で今後、より一層の関係

性を深める機会となりま

した。

　女性部では部員間の親睦・交流を図る目的で視察研修

を毎年実施しています。令和３年度は11月に田尻地区の

国重要文化財指定「木造千手観音坐像」を見学し、築２

５０年の古民家桜田屋敷・咲楽亭で名物郷土料理を頂き

ました。

　感染対策を行いながら、この機会に地元の名所などを

訪れ楽しく交流ができま

した。

　今年度は１月に劇団四

季ミュージカル「リトル

マーメイド」鑑賞を予定

しております。

　ぜひ皆さまの女性部へ

のご加入お待ちしており

ます。

最低賃金のお知らせ

～事業所を訪ねて～

　二輪車専門店 有限会社オオバ（三本木)

　大崎市三本木と古川を中心に「安全安心のサイクルライフ」を

提案する二輪車専門店です。

　プロのロードスポーツ車からファミリー車まで、新車・中古車

を幅広く取扱い、高度なメンテナンスも対応いたしております。
【古川中央店】大崎市古川北町1丁目1-15-1F
 TEL:0229-24-5711　FAX:0229-25-3663

【三本木店】大崎市三本木字北町５３
 TEL:0229-52-2411　FAX:0229-52-5305

サイクルネットワーク

　商工会では、日本政策金融公庫の定期相談会を下記の

通り開催しております。完全予約制となっておりますの

で、ご相談希望の方は事前に商工会までご連絡下さい。

日本政策金融公庫定期相談会のお知らせ


